
○静岡県の県章、県旗および県歌

昭和 43 年 9 月 17 日

告示第 632 号

静岡県の県章、県旗および県歌を次のように定める。

第 1 県章

1 形状

説明

富士山と静岡県の地形を図案化したものである。

2 作図法
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説明

1 図形の基本となる長方形 A、B、B′、A′は、たて AB と、よこ AA′の長さの比が 9：

14 である。
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(1) 長方形 A、B、B′、A′において、AA′の 2 等分点を C、BB′の 2 等分点を L とす

る。

(2) CL を 9 等分し、その一つの線分の長さを単位の長さにとり、それを l とする。

(3) CL 上に、L 点からの長さが 2l、2(1／ 2)l、8l の点を求め、それらの点をそれぞ

れ L 1、L 2、L 3 とする。
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(1) L 2 を通り、直線 BB′に平行な直線を引き、この直線上の点で L 2 から左へ長さが

6(1／2)l の点を D とする。

(2) D を中心として半径(1／2)l の円を描く。

(3) A からの長さが 1(1／2)l である AB 上の点を A 1 とする。

(4) A 1 及び D を通る直線が、円 D と交わる二点を A 1 側からそれぞれ D 1、D 2 とする。

(5) A 1 を中心とし、A 1D 1 及び A 1D 2 をそれぞれ半径とする二つの円弧を描き、これらの

円弧と、A 1 を通り直線 A 1D の右側に 32°の角をはさむ直線との交点を A 1 側からそれ

ぞれ E、E 1 とする。

(6) 直線 A 1E 上に A 1 に関し、E と反対側に A 1 からの長さが(1／2)A 1E である点をとり、

この点を A 2 とする。

(7) A 2 を中心とし、A 2E を半径とする円弧を描き、直線 AC との交点を E 2 とする。

(8) 同じく、A 2 を中心とし、A 2E 1 を半径とする円弧と、L 3 を通り AA′に平行な直線と

の交点を E 3 とする。

(9) 直線 CE 2 に接し、かつ円弧 EE 2 に外接する半径(3／4)l の円を描く。

(10) 直線 L 3E 3 に接し、かつ円弧 E 1E 3 に外接する半径(1／4)l の円を描く。

4 3(1)…………(10)の方法で、描かれた図形の CL に関して対称な図形を描き、点 A 1、

A 2、D、D 1、D 2、E、E 1、E 2、E 3 の対称点をそれぞれ A 1′、A 2′、D′、D 1′、D 2′、E′、

E 1′、E 2′、E 3′とする。

5

(1) 直線 CL 及び直線 LB′に接する半径 1(1／ 4)l の円を描きその中心を F とする。

(2) F を中心として半径(1／4)l の円を描く。

(3) D′からの距離 8(1／2)l と F からの距離 9(1／4)l の点 G を求める。

(4) G および D′を通る直線と円 D′の交点を G 側よりそれぞれ D 3′、D 4′とし、G を

中心として GD 3′および GD 4′を半径とする円弧を描く。

(5) これらの円弧は、さきに描いた F を中心とする半径 1(1／4)l 及び(1／4)l の 2

つの円と直線 GF の交点においてそれぞれ接する。

(6) 直線 GF の延長と直線 CL との交点を L 4 とする。

(7) 直線 GL 4 とさきに描いた F を中心とする半径(1／4)l 及び 1(1／4)l の 2 つの円と

の交点をそれぞれ F 1、F 2 とする。

6

(1) G の CL に対称な点 H を求め、直線 HD 及び直線 HL 4 を引く。

(2) H 及び D を通る直線と円 D の交点を H 側からそれぞれ D 3、D 4 とする。

(3) H を中心とし、HD 3 及び HD 4 を半径とする円弧を描き、直線 HL 4 との交点を H 側か

らそれぞれ K 1、K 2 とする。

(4) K 1K 2 の二等分点 K を中心として、半径(1／2)l の円を描く。
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(1) L 1 及び K を通る直線が円 K と交わる点を L 1 側からそれぞれ K 3、K 4 とする。

(2) L 1 を中心とし、L 1K 3 を半径とする円弧を描き、G を中心とし GF 2 を半径とする円

弧と交わる点を F 3 とする。

(3) L 1 を中心とし、L 1K 4 を半径とする円弧を描き、G を中心とし GF 1 を半径とする円

弧と交わる点を F 4 とする。

(4) 円弧 K 4F 4 に内接し、かつ円弧 F 1F 4 に外接する半径 l の円を描く。

(5) 円弧 K 3F 3 に内接し、かつ円弧 F 2F 3 に外接する半径(1／4)l の円を描く。

第 2 県旗

1 規格

基本となる図形は長方形である。

AB：AA′＝2：3 AD＝EB＝(1／ 4)AB DE＝(1／2)AB

AG＝(1／ 2)AA′ FG＝GH DE：FH＝9：14

2 色彩

地色：青色(マンセル記号 2.5PB3／10)

県章：白抜き

県章の中の色：オレンジ色(マンセル記号 2.5YR6／14)

地色の青は、果てしなく広がる大空と太平洋を描いて、静岡県の躍進と発展を象

徴、県章の中のオレンジ色は、県民の情熱、団結そして静岡県の明るい陽光を現わ

す。

3 旗竿の位置は県旗の左側とする。
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